
ゆたかな高齢期をめざす東京のつどい 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「個人の尊厳・両性の平等」 

期待される幅広く深い討論 
 

セクハラ・パワハラ｣が大きな社会問題になっていま 

すが､自民党の改憲案では｢家族規定｣を新設し､社会の基本的 

単位を｢個人｣から｢家族｣に変えようとしています。人権･尊厳を守 

るとは何か､男性も女性もともに考えましょう。年金者組合の女性を 

中心とした仲間が精力的に準備を進めています。男性も目が離せない分 

科会です。多くの男性の（もちろん女性も）参加を呼びかけます。 

開会あいさつは 福井典子さんです。 

☆リード発言をつぎのような方々に依頼中です。 

☆年金者組合の女性 ☆男性代表？  

☆母親連絡会 ☆狛江から  

☆人権問題の観点で ☆性教育について  

☆今野弁護士に助言者をお願いしています。 

ひろがる「まちづくり」の運動をみんなで学ぼう 
高齢者の困りごとは、国の社会保障削減による大幅な負担増から、貧困と孤立の 

問題､まちが歩きにくい､高いところのものが取れないという日常まで､極めて

広範にわたります。第 1分科会では、高齢者がなんでも相談できる相談会の活 

動や、生きる意欲を支える居場所づくりの取り組みま 

で、地域でさまざまな団体がつながり合いながら行っ

て         いるさまざまな経験の報告を受け、高齢になっても安心 

して住み続けられるまちづくりをめざす運動に焦点をあて 

て、みんなで経験や意見を出し合い考えたいと思います。 

☆つぎのような方々にお話を用意していただいています。ひろがる取り 

組みの経験をみんなで学びましょう。 

１）何でも相談会（北区） 

２）認知症見守り訓練（立川市） 

３）サロン活動（文京区） 

４）ご近所ミニデイ（江東区） 

５）居場所作り（年金者組合） 

全体会は、９月２１日(金)１３：３０杉並公会堂で行われます。 

分科会は、中野の東京都生協連会館で、９月１３日から始まります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民には生存権があり、国は保障する義務がある 

社会保障の原点を軸に新生存権訴訟と年金引き 

下げ違憲訴訟を考える 
 

憲法 25条に基づき、社会保障は国の責任で!｢新生存 

権裁判｣と｢年金引き下げ違憲訴訟｣に共通するものは？ 

勝利するためには、なにが必要か、ともに考えてみましょう。 

☆ 開会あいさつ 三好鉱一（東京高齢期運動連絡会副会長） 

☆ 講演「社会保障」の改悪を許さない  

寺川慎二さん（東京社保協事務局長） 

☆ 講演「新生存権裁判」と「年金引き下げ違憲訴訟」の二つの 

社会保障改悪阻止の裁判運動を国民運動に広げよう  

渕上隆さん（弁護士） 

☆ 報告 組合側総論立証陳述書案 田端二三さん（年金東京原告団） 

☆ 原告からの心の叫び  

・新生存権裁判と年金引き下げ違憲訴訟それぞれ 

の原告の方に お願いしています。  

高齢者をめぐる現状を学び  

運動の課題をさぐる 
 

高齢者の困難事例や、地域包括支援センターの実情などに精通 

するベテラン介護支援専門員の石田美恵さん（看護師・ケアサポー 

トセンター千住所長・東京民医連理事）から具体的事例に基 

づいて話題提供していただきます。高齢者の現状について深 

く学び。私たちの運動の課題についてみんなで考えましょう。 

 医療・介護の現場以外からも、ぜひ幅広く参加して 

多くの仲間が認識を共有することを呼びかけます。 

葬儀･お墓のこと困ってる人がたく 

さん みんなで話しましょう 
墓がなくて、遺骨を家に置いたまま困っている人が沢山います。私 

たち自身が仲間を募って共同墓地をつくり､みんなで墓前祭｡誰もが尊厳を 

もって最期を迎え､仲間も追悼の思いを共有し､高齢期の豊かな生き方を 

実現するために連帯する･･･提案をうけて､ 

ともに考えてみませんか。 

☆ 講演  米山友介さん（葬儀社） 

☆ 助言者 酒井還成さん（僧侶） 

 小嶋弘遵さん（僧侶） 


